
 

2月末、県教委は臨時教員の処遇を改善する

事を明らかにしました。年度末と年度初めに

おける臨時教員の雇用期間が長くなり、無権

利無報酬での勤務実態が是正へと動き始めま

す。 

本県の臨時

教員の雇用期

間は、卒業・

進学・入学と

いう最も忙しく大切な 3月 24日～４月 4日の

期間が外され、この期間、臨時教員は賃金の

みならず、社会保険が無くても子どもたちの

ため学校に出向くことが一般化していました。 

 私は、昨年 2 月議会、そして 9 月議会と 2

度にわたってその全国最低の実態を示し、改

善を迫っていました。 

その結果、2月議会での是正求めた質問に答

えて本年度の雇用期間を昨年度より 2 日間長

くして、4 月 2 日～3 月 24 日へと改善が図ら

れました。昨年 9 月議会での私の更なる追及

を受けて、この度の改善へ動くこととなった

のです。 

【改善点①】 

この 4 月の

新年度から雇

用期間が 

・義務関係；4月 2日～26日、 

・県立高校関係；4 月 2 日～30 日となり、

年金も社会保険も継続となります。 

【改善点②】来年の 4 月からの雇用期間は、

小中学校も県立高校関係もやっと他県並みに

4月 1日～3月 30日となります。 

このことによって、現在支給されていない

４月の扶養・住居・通勤の各種手当が支給さ

れることになります。これらは、他県ではす

でに今でも実施されているものです。 

臨時教員が不足し、先生がいない教室が常

態化し、学力保障でも大きな支障をきたして

いる責任は、他県では考えられない県教委の

これまでの姿勢にあると言えます。 
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法律･生活相談 無料

●３月 19日(木)午後６時～８時 

●山本尚吾弁護士(高知法律事務所) 

●場所  愛宕商店街 

吉良富彦事務所 

 

※お問合せ＆ご予約は 

   088-855-9439 


